
 

 

2025年 4 月 25 日 
スチュワードシップ活動の状況についてのご報告 

［2024 年 4月 1 日～2025 年 3月 31 日］ 
 

セゾン共創日本ファンド 
 
2014 年 8 月に受け入れを表明し、2020 年 4 月に再改訂版の受け入れを表明した     
「日本版スチュワードシップ・コード」への対応状況、ならびにスチュワードシップ責任を
遂行するための活動内容を、以下の通りにご報告いたします。 
 
■スチュワードシップ・コード受け入れと各原則への対応状況 
原則１ スチュワードシップ責任を果たすための方針 遵守 
原則２ 利益相反の管理 遵守 
原則３ 投資先企業の状況の把握 遵守 
原則４ 投資先企業との建設的な対話の実施 遵守 
原則５ 議決権行使の方針と結果の公表 遵守 
原則６ 顧客・受益者への報告 遵守 
原則７ スチュワードシップ活動のための実力向上 遵守 

原則８ 
機関投資家向けサービス提供者による機関投資家に対する 
適切なサービスの提供 

対象外 

 
 
■活動内容 
原則１ スチュワードシップ責任を果たすための方針について 
受け入れを表明した 「日本版スチュワードシップ・コード」に基づき、当社の方針を記載
した「日本版スチュワードシップ・コードへの対応」を制定し、スチュワードシップ活動を
実施しております。 
 
原則 2 利益相反の管理について 
当該期間中、グループ会社を含む利益相反が起こりうる有価証券への投資はございません
でした。常時モニタリングを実施し、該当事象が起こらないよう留意しております。 
 



 

 

原則 3 投資先企業の状況の把握について 
投資先企業の IR（インベスターズ・リレーションシップ）部門のみならず、トップマネジ
メントとのミーティングや、事業見学会や店舗見学、サービス体験などを通じ、重層的かつ
多面的に当該企業のステークホルダーにアクセスし、投資先企業の状況の把握に努めまし
た。ならびに、業績予想モデルの作成など財務分析による定量的な把握のみならず、モラル
や知財、ブランド力といった定性的な分析も行いました。 
 
原則 4 投資先企業との建設的な対話（エンゲージメント）の実施について 
投資先企業との建設的な対話は多岐にわたりますが、企業価値の向上を目指す観点から、適
正と思料する資本構成の在り方、ROE 向上のための施策や方針、成長のための投資と株主
還元について、などをテーマにディスカッションを行いました。 
 
原則 5 議決権行使の方針と結果の公表について 

当ファンドが保有する全ての議決権を有する議案について、弊社国内株式運用会議にて内
容を精査、検討し行使しました。経験・実績を鑑み疑義を呈せざるを得ない取締役選任議案
1 件に反対、それ以外の議案については概ね妥当であると判断し賛成しました。過去１年間
の議決権行使については以下の通りです。 

 

会社提案 議決権行使数と議案内容 
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総議案数 
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□会社機関に関する議案  

（取締役の選解任/監査役の選解任) 

□役員報酬に関する議案  

（役員報酬/退任役員の退職慰労金の支給) 

□資本政策に関する議案  

（剰余金の処分/その他 資本政策に関する議案) 

□定款に関する議案 



 

 

会社提案 議決権行使数と議案内容 

議案内容 賛成 反対 合計 反対比率 

会社機関に関する議案 
取締役の選解任※１ 295 1 296 0.3% 

監査役の選解任※１ 33 0 33 0.0% 

役員報酬に関する議案 
役員報酬※２ 20 0 20 0.0% 

退任役員の退職慰労金の支給 1 0 1 0.0% 

資本政策に関する議案 

(定款に関する議案を除く) 

剰余金の処分 26 0 26 0.0% 

その他資本政策に関する議案※3 1 0 1 0.0% 

定款に関する議案   7 0 7 0.0% 

合計   431 1 432 0.2% 

※１原則的に子議案（候補者）ごとの賛否等の件数を集計 

※２役員報酬改定、ストックオプションの発行、業績連動型報酬制度の導入・改定、役員賞与等 

※３自己株式取得、法定準備金減少、第三者割当増資、資本減少、株式合併、種類株式の発行等 

 
原則６顧客・受益者への報告について 
毎年４月に過去１年間のスチュワードシップ・コードの履行状況や議決権の行使状況等に
ついてホームページ上で報告を行っております。 
 
原則７スチュワードシップ活動のための実力向上について 
当ファンドは、長期的な企業価値に注目し、投資先企業と共に成長することを目指す運用方
針をとっております。投資先企業のビジネスモデル、市場状況、経営方針を理解する運用ス
タイルは、スチュワードシップ活動の実力を高めていると思料します。また、経営陣もこの
取り組みを推進しています。 
 
 
当ファンドは引き続き「日本版スチュワードシップ・コード」を適切に履行し、企業の中長
期的な価値創造を支援し、受益者の投資リターンを最大化していくことを目指して参りま
す。 
 

以上 


